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盛岡南公園球技場照明設備整備事業設計・施工者選定プロポーザル実施要項 

 

第１ プロポーザルの概要 

１ 事業の目的 

本事業は，プロサッカーチーム「いわてグルージャ盛岡」のホームスタジアムである盛岡南公園球

技場（いわぎんスタジアム）のＡグラウンドについて，Ｊリーグスタジアム基準を満たすとともに，

多目的な施設利用やプロスポーツ開催時の演出など，交流人口の増加に寄与する照明設備等を整備す

ることを目的とする。 

 

２ 本プロポーザルの趣旨 

本プロポーザルは，本事業の効率的かつ効果的な実施を図ることを目的に，優れた企画力・技術力

等を有する最適な設計者及び施工者を一括で選定するため，公募により実施するものである。 

 

３ 事業の概要 

(1) 事業の名称  盛岡南公園球技場照明設備整備事業 

(2) 敷地の概要 

ア 場  所  盛岡市永井８地割65番地 

イ 敷地面積  47,000㎡ 

(3) 施設の概要 

ア 延床面積   5,989㎡ 

イ 構造種別  鉄筋コンクリート造 地上３階建 

(4) 業務の内容 

本事業は，照明設備整備に係る実施設計業務，工事施工業務及び工事監理業務を行うものである。 

(5) 上限額  700,000千円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

第２ 事業に関する条件 

１ 本事業の業務内容 

本事業を受注する実施設計を担当する者（以下「設計企業」という。），工事の施工を担当する者

（以下「施工企業」という。）及び工事の監理を担当する者（以下「工事監理企業」という。）（以

下，これらを総称して「受注者」という。）の業務内容は，それぞれ次のとおりとする。 

(1) 実施設計業務 

ア 施設の設計（実施設計） 

イ 照明設備整備に必要な各種調査 

ウ 照明設備整備に必要な許認可及び計画通知等の手続き（関係機関との協議及び申請等の手続き） 

エ その他本事業を実施する上で必要な関連業務 

(2) 工事施工業務 

ア 照明設備整備工事の施工 

イ 近隣対策・対応 
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ウ 照明設備整備に必要な許認可及び計画通知等の手続き（関係機関との協議及び申請等の手続き） 

エ その他本事業を実施する上で必要な関連業務 

(3) 工事監理業務 

ア 工事の監理 

イ 照明設備整備に必要な許認可及び計画通知等の手続き（関係機関との協議及び申請等の手続き） 

ウ その他本事業を実施する上で必要な関連業務 

 

２ 費用負担 

本事業における費用負担は，次のとおりとする。 

(1) 市の負担 

本事業における契約額の合計は，原則として 700,000千円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

を上限とし，かつ本プロポーザルに提出された提案金額を超えない金額とする。 

なお，照明設備整備工事における予定価格は，原則として本プロポーザルに提出された工事に係

る提案金額と実施設計業務において積算した金額を比較して，いずれか低い方により定めるものと

する。 

※ 実施設計業務の委託料には，設計費のほか，調査が必要になった場合の費用や，各種法令等に

基づく申請手数料を含む。 

(2) 受注者の負担 

ア 受注者は，実施設計業務，工事施工業務及び工事監理業務が完了するまでの間，当該業務に係

る設計費用，工事費用及び工事監理費用を負担する。 

イ 完成図書の作成費用は，受注者が負担する。 

 

３ 本事業の実施に関する条件 

(1) 業務の仕様 

本事業の実施に係る要求水準は，別に定める「盛岡南公園球技場照明設備整備事業要求水準書」

（以下「要求水準書」という。）のとおりとし，これを全て満たすものとする。 

(2) 法令遵守 

本事業の実施にあたっては，本事業に関わる法令，条例，規則，基準等を遵守すること。 

なお，その対応は受注者の責任において行うこととし，本事業を実施するにあたり必要とされる

法令等は，全て公募時点において最新のものを参照し，適用すること。 

ア 関係する法令等 

(ｱ) 建築基準法 

(ｲ) 景観法 

(ｳ) 消防法 

(ｴ) 建築士法 

(ｵ) 建設業法 

(ｶ) 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律 

(ｷ) その他関係法令及び条例 
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イ 関係する基準・指針等 

(ｱ) スタジアム標準【公益財団法人日本サッカー協会】 

(ｲ) Ｊリーグスタジアム基準［2020年度用］【公益社団法人日本プロサッカーリーグ】 

(ｳ) スポーツ照明基準（JIS Z 9127） 

(ｴ) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編，電気設備工事編，機械設備工事編）【国土交通省】 

(ｵ) 建築工事標準詳細図【国土交通省】 

(ｶ) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編，機械設備工事編）【国土交通省】 

(ｷ) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編，電気設備工事編，機械設備工事編）【国土交通省】 

(ｸ) 建築設備設計基準【国土交通省】 

(ｹ) 建築工事監理指針【国土交通省】 

(ｺ) 電気設備工事監理指針【国土交通省】 

(ｻ) 機械設備工事監理指針【国土交通省】 

(ｼ) 公共建築工事積算基準【一般財団法人建築コスト管理システム研究所】 

(ｽ) 盛岡市建築工事等基準仕様書 

(ｾ) その他関連する基準・指針等 

(3) 履行期限 

各業務の履行期限は次のとおりとする。ただし，本プロポーザルに提出された業務工程表の完了

時期が各業務の履行期限より前である場合は，当該完了時期までとする。 

なお，本施設のグラウンドは令和２年12月中旬まで利用する予定であり，照明設備整備工事は当

該施設の利用に支障のないよう実施すること。 

ア 実施設計業務 

令和２年８月10日までの期間。ただし，工事請負契約金額が１億５千万円未満の場合は，令和

２年８月31日までの期間とする。 

イ 工事施工業務 

照明設備の点灯に必要な部分の工事は令和３年２月７日までに完成させることとし，それ以外

の工事は令和３年３月７日までとする。 

ウ 工事監理業務 

令和３年３月７日までの期間で，上記イの完了時期と同日とする。 

 

第３ 事業者の募集及び選定 

１ 主催者及び事務局 

(1) 主催者 盛岡市 

(2) 事務局 盛岡市交流推進部スポーツ推進課 

〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12番２号 

TEL：019-603-8006 FAX：019-603-8015 

E-mail：sports@city.morioka.iwate.jp 

 

 

mailto:sports@city.morioka.iwate.jp
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２ 選定方法 

本プロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）から本要項等に基づき提出された参加表

明書により市において参加資格の審査を行い，また，技術提案書等により盛岡南公園球技場照明設備

整備事業事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において審査を行い，最優秀提案を選定

する。その審査結果を踏まえ，市は，本事業の受注候補者として，優先交渉権者を決定する。 

なお，最優秀提案の選定及び優先交渉権者の決定にあたっては，本要項において提示する事業参画

に足りる資格を有しており，かつ提案内容が要求水準を全て満たしていることを前提とする。 

 

３ 参加者の構成要件 

(1) 参加者は，複数の構成員からなる任意に結成された連合体（以下「コンソーシアム（企業連合）」

という。）とし，代表企業を置くものとする。 

(2) コンソーシアム（企業連合）の構成にあたっては，次に掲げる要件を満たすものとする。 

なお，コンソーシアム（企業連合）の構成員は，他のコンソーシアム（企業連合）の構成員とし

て本プロポーザルに参加することはできない。また，構成員と資本面又は人事面において密接な関

連のある者についても，他のコンソーシアム（企業連合）の構成員になることができない。 

ア コンソーシアム（企業連合）の構成員は，設計企業，施工企業及び工事監理企業からなるもの

とする。 

イ コンソーシアム（企業連合）の構成における代表者は，施工企業の代表者を充てるものとし，

参加表明書提出以降の手続きをコンソーシアム（企業連合）を代表して行うものとする。 

ウ 業務実施体制は，事業を円滑に進めるため，以下の体制とする。 

(ｱ) 請負事業者は，全体業務を統括的に管理する統括責任者を選任する。統括責任者の下，次の

者を配置する。 

ａ 実施設計業務における管理技術者及び照査技術者 

ｂ 工事施工業務における現場代理人及び主任技術者等（「主任技術者等」は，主任技術者又

は監理技術者をいう。以下同じ。） 

ｃ 工事監理業務における工事監理者 

(ｲ) 実施設計業務における管理技術者と工事監理業務における工事監理者は同一人とする。 

(ｳ) 工事施工業務における主任技術者等は，施工アドバイザーとして，実施設計業務において施

工企業の意見を述べるものとする。 

 

４ 参加者の資格要件 

(1) 共通事項 

本事業に参加するコンソーシアム（企業連合）の構成員は，参加表明書の提出日（以下，「基準

日」という。）において，次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

なお，基準日から優先交渉権者の決定までの間に，次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった

場合は，参加資格を取り消すものとする。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令16号）第 167条の４第１項各号のいずれにも該当しない者で

あること。 
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イ 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準（平成３年９月30日市長決裁）による指名停

止を受けていない者であること。 

ウ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

エ 役員及び従業員が，盛岡市暴力団排除条例（平成27年３月25日条例第９号）第９条第１項各号

に掲げる者でないこと。 

オ 市税を滞納していない者であること。 

(2) 設計企業及び工事監理企業の資格要件 

設計企業及び工事監理企業は，次の要件を満たすこと。 

ア 令和元・２・３年度盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格者 建築関係コンサルタン

ト甲又は乙の者であること。 

イ 建築士法（昭和25年法律第 202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい

ること。 

ウ 次に掲げる基準を満たす者を，管理技術者及び照査技術者として配置できること。 

なお，管理技術者は，照査技術者と兼任することはできない。 

(ｱ) 一級建築士の資格を有すること。 

(ｲ) 雇用期間を特に限定することなく，当該企業と３か月以上の雇用関係にあること（個人であ

る場合の本人，法人である場合のその役員を含む。）。 

(3) 施工企業の資格要件 

施工企業は，特定建設工事共同企業体（以下「ＪＶ」という。）とし，次の要件を満たすこと。

また，ＪＶは自主結成で，構成員数は２者又は３者とし，構成員のうち少なくとも１者は，令和元・

２・３年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者 電気工事甲Ａの者であること。 

ア ＪＶ代表者 

(ｱ) 令和元・２・３年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者 電気工事甲Ａ又は乙

Ａの者であること。 

(ｲ) 電気工事について，建設業法（昭和24年法律第 100号）第３条第１項の規定に基づく特定建

設業の許可を有していること。 

(ｳ) 次に掲げる基準を満たす者を，統括責任者として配置できること。 

なお，統括責任者は，他の配置技術者と兼任することはできない。 

ａ 一級電気施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。 

ｂ 電気工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。 

ｃ 当該構成員に雇用期間を特に限定することなく，申請日前３か月以上継続して雇用されて

いる者 

(ｴ) 次に掲げる基準を満たす者を，主任技術者等として当該工事に専任で配置できること。 

ａ 一級電気施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。 

ｂ 電気工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。 

ｃ 当該構成員に雇用期間を特に限定することなく，申請日前３か月以上継続して雇用されて

いる者 
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(ｵ) ＪＶの構成員のうち，出資比率が最大の者であること。 

イ ア以外の者 

(ｱ) 令和元・２・３年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者 電気工事甲Ａ又は乙

Ａの者であること。 

(ｲ) 電気工事について，建設業法第３条第１項の規定に基づく特定建設業の許可を有しているこ

と。 

(ｳ) 次に掲げる基準を満たす者を，主任技術者等として当該工事に専任で配置できること。 

ａ 一級電気施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。 

ｂ 電気工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。 

ｃ 当該構成員に雇用期間を特に限定することなく，申請日前３か月以上継続して雇用されて

いる者 

(ｴ) ＪＶにおける出資比率が２者の場合は30％以上，３者の場合は20％以上であること。 

 

５ 本プロポーザルの提案課題 

本プロポーザルの提案課題は，次の８項目である。 

(1) 「事業実施体制」について 

基本方針，設計・施工・監理体制，参加事業者の実績，市内企業の活用等 

(2) 「適切な工程・計画」について 

基本方針，設計・施工一括方式による工期短縮，施設運営への影響抑制等 

(3) 「円滑な競技運営に対する配慮」について 

基本方針，使用機器の概要，具体的な配慮事項等 

(4) 「コスト削減に対する創意工夫」について 

基本方針，具体的な創意工夫点等 

(5) 「保守管理に対する配慮」について 

基本方針，保守管理体制，具体的な配慮事項等 

(6) 「照明設備の幅広い活用」について 

基本方針，具体的な活用事項等 

(7) 「環境に対する配慮」について 

基本方針，周辺環境への配慮，具体的な配慮事項等 

(8) 「提案金額」について 

 

６ 応募に関する手続き等 

(1) 本プロポーザルに関する資料 

ア 配布期間 

令和２年５月18日（月）から 令和２年６月５日（金）まで 

イ 配布方法 

本プロポーザルの実施については，市の公式ホームページ（以下「市ＨＰ」という。）におい

て公表し，資料は同ページで配布する。 
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※ 市ＨＰアドレス http://www.city.morioka.iwate.jp/index.html（トップページ） 

ウ 閲覧資料 

市が所有する当該施設の設計図面等について，主要な図面を市ＨＰに資料として示すが，事務

局において図面原本を閲覧することも可とする。閲覧は，令和２年５月19日（火）から令和２年

６月５日（金）まで（閉庁日を除く）の午前９時から午後４時までとし，閲覧を希望する前日（前

日が閉庁日の場合はさらにその前日）の午後５時までに，事務局に電話又はメールにて連絡をし，

事前に事務局の許可を得ること。事務局の許可を得ない場合は，閲覧を認めない。ただし，各１

冊のみの配架のため，閲覧まで時間がかかる場合がある。 

また，必要に応じて現地確認を行うことを認めるが，現地確認に際しては，現地確認を希望す

る前日（前日が閉庁日の場合はさらにその前日）の午後５時までに，事務局に電話又はメールに

て連絡をし，事前に許可を得ること。事務局の許可を得ない無断での現地確認は認めない。また，

現地確認の際は，施設利用者及び近隣等へ迷惑がかからないよう十分配慮すること。 

(2) 質問に関する手続き 

ア 質問の提出方法 

(ｱ) 提出受付期間 

令和２年５月18日（月）から 令和２年５月22日（金）まで 

(ｲ) 提出方法 

質問は，質問書（様式10）を使用して作成し，事務局に電子メールにより提出すること（電

話による質問は受け付けない。）。また，事務局に電話で到達確認をすること（誤送信等によ

り未着の場合には，回答を行わないため，注意すること。）。 

なお，これ以外の方法による質問及び受付期間を過ぎて提出された質問は一切受け付けない。 

イ 質問に対する回答 

提出された質問に対する回答は，令和２年５月27日（水）までに市ＨＰにおいて公表する。 

なお，回答の公表に当たっては，質問者（事業者名）や，質問者の特殊な技術及びノウハウに

係るもの，質問者の権利及び競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると判断される

ものは公表しない。また，質問の内容が不明確なもの等については，回答しない場合がある。 

(3) 応募手続き 

提出書類は「盛岡南公園球技場照明設備整備設計・施工者選定プロポーザル提出書類作成要領（様

式集）」に従い作成し，次により提出すること。 

ア 参加表明書 

(ｱ) 提出書類 

ａ 参加表明書（様式１）          １部 

ｂ 参加者構成概要表（様式２）       １部 

ｃ 参加資格確認書（様式３）        １部 

ｄ 特定共同企業体協定書又はその写し    １部 

(ｲ) 提出期間 

令和２年５月18日（月）から 令和２年５月29日（金）まで 

なお，午前９時から午後４時まで受け付ける（閉庁日を除く）。 
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(ｳ) 提出方法 

事務局に郵送（簡易書留又は書留）又は持参により提出するものとする。ただし，郵送の場

合は必着のこと。 

なお，これ以外の方法による提出及び提出期間を過ぎて提出された書類は一切受け付けない。 

イ 技術提案書 

(ｱ) 提出書類等 

ａ 技術提案提出書（様式４）               １部 

ｂ 価格提案書（様式５）                 １部 

ｃ 技術提案概要書（様式６）               10部 

ｄ 技術提案書（附属資料含む）（様式７－１～様式７－７） 10部 

ｅ 業務工程表（様式８）                 10部 

ｆ 提案に関する図面（任意様式）             10部 

照明設備に係る配置図及び立面図，ピッチ内の照度分布及びグレア制限値並びに敷地外へ

の漏れ光等が分かる図面等（10枚以内） 

※ ピッチ内の照度分布及びグレア制限値並びに敷地外への漏れ光等が分かる図面は必ず提

出すること。また，敷地外への漏れ光等が分かる図面は，別添の敷地周辺図に示す赤線を

参考として作成すること。 

ｇ 要求水準チェックリスト（提案用）（様式９）      10部 

ｈ 上記書類の電子データを収録したＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ １部 

(ｲ) 提出期間 

令和２年６月１日（月）から 令和２年６月５日（金）まで 

なお，午前９時から午後４時まで受け付ける（閉庁日を除く）。 

(ｳ) 提出方法 

事務局に郵送（簡易書留又は書留）又は持参により提出するものとする。ただし，郵送の場

合は必着のこと。 

なお，これ以外の方法による提出及び提出期間を過ぎて提出された書類は一切受け付けない。 

(4) 留意事項 

ア 費用の負担 

応募にかかる費用は，全て参加者の負担とする。 

イ 公正な応募の確保 

参加者は，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触

することのないよう留意すること。また，参加者は，本実施要項及び要求水準書に定めるものの

ほか，盛岡市財務規則（昭和46年盛岡市規則第33号）その他関係法令等を遵守すること。 

ウ 提出書類の差替え等の禁止 

参加者は，提出書類の提出以降，提出書類の差替え及び再提出をすることができない。 

エ 提案の無効 

次に掲げる項目のいずれかに該当した場合，提案を無効とする。 

(ｱ) 参加表明書及び技術提案提出書に，参加者の署名又は押印がなされていない場合 
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(ｲ) 提出書類の記載事項の漏れ，誤記等により内容が不明瞭又は確認できない場合 

(ｳ) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(ｴ) 提出書類が不足している場合 

(ｵ) コンソーシアム（企業連合）に参加資格を満たさない者がいた場合 

(ｶ) 本プロポーザルに関して不正行為を行った場合 

オ 使用言語，単位及び通貨 

応募に際して使用する言語は日本語で，単位はＳＩ単位，通貨単位は円を使用すること。 

カ 提案書の著作権，特許権等 

本事業に関する提案書の著作権は，参加者に帰属する。ただし，本事業に関して市が必要と認

める場合には，市は提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 

また，提案内容に含まれる特許権，意匠権，商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第

三者の権利対象となる事業工法，工事材料，施工方法等を使用して生じた責任は，原則として参

加者が負うものとする。 

キ 提出書類の取扱い 

参加者が市に提出した提出書類は，原則として返却しない。 

 

７ 審査方法及び審査項目 

(1) 選定委員会 

市は，盛岡南公園球技場照明設備整備事業のため，選定委員会を置く。 

(2) 参加資格審査 

市は，提出された参加表明書を確認し，参加資格要件を有しているか審査する。審査の結果を，

参加資格審査結果通知書により書面で送付する。 

(3) 技術提案審査 

参加資格審査を通過した参加者を対象として，技術提案に係る審査を実施する。 

選定委員会は，提出された技術提案書等について「盛岡南公園球技場照明設備整備事業優先交渉

権者審査基準」に基づき評価を実施する。また，評価点が最も高い提案を最優秀提案として，次に

高い提案を優秀提案として選定する。 

(4) 優先交渉権者等の決定 

市は，選定委員会の選定を基に，優先交渉権者及び次点を決定する。 

 

８ 審査結果の通知 

優先交渉権者に選定された者に対して，書面によりその旨を通知するとともに，選定されなかった

者に対しても，書面によりその旨を通知する。また，選定結果については，後日市ＨＰで公表する。 

なお，選考の理由，結果に関する問合せ，異議申し立ては一切受け付けないものとする。 

 

 

 

９ 契約手続き等 
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(1) 協定及び契約の手続き 

ア 優先交渉権者となった事業者（又は次点）は，受注者として，市との間で実施設計業務委託，

照明設備整備工事請負及び工事監理業務委託に係る基本協定書について速やかに合意するととも

に，市と設計企業において実施設計業務の委託契約を締結する。また，照明設備整備工事の請負

契約は，協定書に基づき，実施設計業務の完了後，設計企業から提出された実施設計業務の成果

品等を基に，工事請負契約に係る予定価格を設定の上，施工企業から照明設備整備工事の見積書

を徴取し，当該見積金額がその範囲内であった場合は，施工企業と工事請負契約を締結する。 

なお，予定価格が１億５千万円を超える場合は，工事請負仮契約を締結し，盛岡市議会におい

て工事請負契約の締結が可決された場合のみ，可決された日をもって地方自治法（昭和22年法律

第67号）第 234条第５項の規定による工事請負契約書とみなすものとし，否決された場合は，そ

の効力を失う。 

イ 工事請負契約の締結手続きについては，盛岡市財務規則の定めによる。 

ウ 工事監理業務の委託契約は，協定書に基づき，工事請負契約の締結後に締結するものとする。 

エ 受注者が，契約に基づき契約解除の要件に該当することとなった場合は，市は，当該契約を解

除できるものとする。 

オ 契約に係る代金の支払いは，実施設計業務，工事監理業務及び照明設備整備工事のそれぞれの

完了後，請求に基づき行うものとする。ただし，受注者が保証事業会社と公共工事の前払金保証

事業に関する法律（昭和27年法律第 184号）第２条第５項に規定する保証契約を締結した場合に

は，請求に基づき契約に定める金額以内を前払できるものとする。 

(2) 優先交渉権の取消等 

ア 優先交渉権者が，協定の締結までに資格要件を満たさなくなった場合及びその他の理由におい

て，優先交渉権者との協定を締結できない場合，市は当該優先交渉権者の優先交渉権を取消し，

次点を優先交渉権者として協定締結の交渉を行う。 

イ 優先交渉権者が，契約の締結ができないことが明らかとなった場合は，市に対し，速やかに文

書（様式任意）により，その旨を届け出ること。 

 

10 選定のスケジュール 

事業者選定に係るスケジュールは，次のとおり予定している。 

日 程 内 容 

令和２年５月18日 実施要項，要求水準書等の公表 

令和２年５月18日から 

令和２年５月22日まで 

質問書の受付期間 

令和２年５月18日から 

令和２年５月29日まで 

参加表明書の受付期間 

令和２年５月27日 質問に対する回答の公表 

令和２年６月１日 参加資格審査結果通知 

令和２年６月１日から 技術提案書の受付期間 
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令和２年６月５日まで 

令和２年６月８日 最優秀提案の選定（選定委員会） 

令和２年６月上旬 優先交渉権者の決定（市） 

令和２年６月中旬 基本協定の締結 

令和２年６月下旬 実施設計業務に係る契約の締結 

令和２年８月下旬 照明設備整備工事に係る仮契約の締結 

令和２年９月下旬 照明設備整備工事に係る本契約の締結（市議会による議決） 

工事監理業務に係る契約の締結 

 

11 その他 

(1) 本プロポーザルに関連して市が配布する資料及び質問に対する回答は，本要項と一体として扱う。 

(2) 採用する技術提案書等の使用権は，市に帰属するものとする。 

(3) 提出書類等は，盛岡市情報公開条例に基づく公文書開示請求の対象となり，非公開とすべき部分

と市が判断した部分を除き，公開されることがある。 

(4) 配置予定技術者は，病休，退職，死亡等の極めて特別な場合を除き変更できないものとする。 

(5) 全ての参加者は，本プロポーザル及びその後の設計・施工等にあたり，不正又は不誠実な行為を

行わないこと。 

(6) 市議会による議決が否決された場合等にあっては，事業の実施を取止めることがある。 

(7) 本プロポーザルに関する問い合わせは，事務局に問い合わせること。 

(8) その他疑義が生じた場合等については，市及び受注者により誠意をもって協議するものとする。 


